
公益財団法人花と緑の銀行競争的研究資金等に関する取扱規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、公益財団法人花と緑の銀行（以下「花と緑の銀行」という。）における競争的研

究資金等の取り扱いに関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規程において「競争的研究資金等」とは、次の各号に掲げる研究資金をいう。 

(1) 研究者が自主的に研究テーマを設定して申請し、国又は国が所管する独立行政法人、財団法人等

（以下「国等資金配分機関」という。）の審査を経て交付される研究資金 

(2) 国等資金配分機関が特定の研究課題を示して公募する事業において、採択を受けた研究者又はそ

のグループの所属機関と国等資金配分機関との間で委託契約が結ばれる研究費(再委託契約による

ものも含む。) 

（責任と権限） 

第３条 花と緑の銀行の競争的研究資金等を適正に管理するため、最高管理責任者及び統括管理責任者

を置く。 

２ 最高管理責任者は、花と緑の銀行を統括し、競争的研究資金等の管理について最終的な責任を負う

ものとし、専務理事をもって充てる。 

３ 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、競争的研究資金等の管理について実質的な責任と権

限を持つものとし、花と緑の銀行中央植物園部長をもって充てる。 

（不正防止計画の策定及び実施） 

第４条 最高管理責任者は、競争的研究資金等を適正に管理し、不正の発生を防止するための計画（以

下「不正防止計画」という。）を策定し、実施しなければならない。 

２ 前項の不正防止計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(1) 競争的研究資金等の適正な執行管理に関する事項 

(2) 監査体制に関する事項 

(3) 研究者等関係者の意識向上に関する事項 

(4) 相談窓口等に関する事項 

(5) その他不正防止に必要な事項 

（不正防止計画の推進） 

第５条 不正防止計画の推進は、研究倫理委員会（以下「委員会」という。）が所管するものとする。 

２ 委員会は、不正防止計画を推進するため、次の各号に掲げる業務を行う。 

(1) 競争的研究資金等の管理に係る実態の把握及び検証に関すること。 

(2) 関係部局と連携し不正発生要因に対する改善策を講ずること。 

(3) その他不正防止計画の推進に必要な事項に関すること。 

（相談窓口の設置） 

第６条 花と緑の銀行における競争的研究資金等に係る事務処理手続に関し、明確かつ統一的な運用を

図るため、花と緑の銀行企画管理部総務課に相談窓口を置く。 



（通報窓口の設置等） 

第７条 競争的研究資金等の使用、管理等に係る不正に関する通報窓口の設置等については、公益財団

法人花と緑の銀行研究倫理規準及び公益財団法人花と緑の銀行倫理委員会規程の定めるところによ

る。 

（検収窓口の設置） 

第８条 花と緑の銀行における物品の発注及び納入の適正を確保するため、花と緑の銀行企画管理部総

務課に検収窓口を置く。 

（監査の実施） 

第９条 競争的研究資金の適正な執行を確保するため、最高管理責任者が指名する花と緑の銀行の研究

者及び事務職員による内部監査を実施する。 

（雑則） 

第 10条 この規程に定めるもののほか、競争的研究資金等の取り扱い等に関し必要な事項は、別に定

める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成 21年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程施行前に発注された物品の検収については、第８条の規定にかかわらずなお従前の例によ

る。 

附 則 

この規程は、平成 24年９月１日から施行する。 

 


